
令和 ８ 年度

令和 ８ 年 ４ 月 １ 日

令和 ９ 年 ３ 月３１日

事 業 計 画 書

収入支出予算書

公益財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会



１. 基本方針

２. 実施計画

営農改善の施策活動推進事業について

①

②

③

土地改良事業推進対策事業について

管理母体の強化育成対策事業について

対策資金の造成及び管理について

　施設の管理母体である「那珂川沿岸土地改良区」の育成強化を図るため、その管理運営費を助成す

る。

（４）

　事業費の農家負担軽減対策として、令和８年度の計画積立額 126,000,000円（※）により安全かつ

有利な債券を購入し、前年度までに購入した債券と併せて適正な資金管理を行う。

　※ 市町村負担率協議書 (平成２１年１月３０日付締結)及び第４４回理事会（令和６年７月２５

日）の議決

　管内市町村における産地化推進のため、営農先進優良地区等の視察研修、畑地かんがい技術の習得

に繋がる現地研修会を実施する。また、ホームページ等を活用した広報を推進する。

畑地かんがい営農モデル実証圃

　那珂川沿岸地域において畑地かんがいを活用することにより、安全・安心で高品質な農産物を消費

者に安定的に供給するため、畑地かんがい効果のPRを積極的に行う必要があることから、公募型の畑

地かんがい営農モデル実証圃を設け、畑地かんがい効果検証の基礎資料収集を行う。

（２）

　那珂川沿岸農業水利事業の推進を図るため、「那珂川沿岸農業水利事業推進協議会」に対して推進

費の助成を行う。

 ・国営事業の早期完成のための推進活動

 ・国営関連のかんがい排水事業、基盤整備事業等に対する推進活動

（３）

畑地かんがいを活用した産地育成のための推進活動

公益財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会 令和８年度 事業計画書

　基金協会は、国営那珂川沿岸農業水利事業及び関連かんがい排水事業等を推進するとともに、魅力ある

農業の展開を図るため、営農改善の施策と活動を推進する。併せて、積立金を運用することにより事業費

にかかる農家負担の軽減対策を行うとともに、管理母体となる土地改良区の育成等に努める。

（１）

地域農業用水確保のための推進活動

　那珂川沿岸地域の用水営農の実現に向け、那珂川沿岸農業水利事業に対する意欲高揚を図るため、

那珂川沿岸地域用水営農推進講演会を開催するとともに、畑地かんがい営農の推進を図るためのＰＲ

活動を行う。
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(単位：円)

(a)

(b)支 出 合 計 195,630,667 207,690,567 △ 12,059,900

  収 支 差 額 (b-a) 0 0 0

収 入 支 出 予 算 明 細 書

 ( 別　　添　　資　　料 )

収 入 合 計 195,630,667 207,690,567 △ 12,059,900

区　　　　　分 R８予算額 R７予算額

公益財団法人那珂川沿岸土地改良基金協会 令和８年度 収入支出予算書

増　△減
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       （単位：円） 

１．事業活動収入

9,350,800 8,925,000 425,800

9,350,800 8,925,000 425,800

137,070,000 137,070,000 0

11,070,000 11,070,000 0

　2 積立負担金収入 126,000,000 126,000,000 0

8,414,000 7,966,000 448,000

7,468,000 7,104,000 364,000

946,000 862,000 84,000

35,218,000 35,157,300 60,700

35,180,000 35,157,000 23,000

38,000 300 37,700

81,200 35,000 46,200 　　 

  1 雑収入 81,200 35,000 46,200 普通預金利子等

190,134,000 189,153,300 980,700

5,496,667 18,537,267 △ 13,040,600

195,630,667 207,690,567 △ 12,059,900

２．事業活動支出

35,751,000 55,364,720 △ 19,613,720

　1 営農推進対策費 1,246,000 1,000,000 246,000

　2 推進協議会推進交付金 1,800,000 13,000,000 △ 11,200,000

　3 土地改良区育成交付金 7,000,000 10,000,000 △ 3,000,000

収 入 支 出 予 算 明 細 書

                 　　　令和 ８ 年 ４ 月 １ 日 から 令和 ９ 年 ３ 月３１日まで

　　　科　　　　目 予 算 額
前 年 度
予 算 額

増　△減 備　　　　考

②負担金収入

　1 推進負担金収入 推進負担金　          　10,820千円

畑かん営農推進対策整備負担金 250千円

国営事業費積立負担金

③補助金等収入

Ⅰ 事業活動収支の部

①基本財産運用収入

　1 基本財産利息収入 基本財産６億円の利息収入

　2 退職給付積立金利息収入 退職給付積立金の利息収入

⑤雑収入

事業活動収入計(A)

前期繰越収支差額(B)

収 入 合 計 (A+B)=(C)

　1 団体補助金収入 県補助金（那珂川沿岸土地改良事業総合推進対策費）

　2 畑かん営農用水実証業務 国実証業務請負費（畑かん営農用水実証業務）

④特定資産運用収入

　1 国営事業積立金運用収入 国営事業費積立金の利息収入

①事業費支出

　4 土地改良事業農家負担軽減交付金 25,705,000 31,364,720 △ 5,659,720

(千円)

R8予算
R7当初
予　算 差

営農推進
対策事業 120 38 82

産地育成
事　　業 180 100 80

畑かん営農

用水実証 946 862 84

合　計 1,246 1,000 246

3



　　　（単位：円） 

18,390,000 19,520,000 △ 1,130,000

　1 報酬 6,570,000 6,540,000 30,000

　2 給料 4,300,000 4,130,000 170,000 職員

　3 職員手当 3,430,000 3,390,000 40,000 職員

　4 共済金 2,440,000 2,350,000 90,000

　5 賃金 0 1,400,000 △ 1,400,000 臨時職員等

　6 報償費 500,000 500,000 0 公認会計士報酬等

　7 役員会議費 10,000 30,000 △ 20,000

　8 評議員会議費 10,000 30,000 △ 20,000

　9 その他の会議費　 10,000 10,000 0

 10 旅費 10,000 30,000 △ 20,000

 11 役務費 120,000 120,000 0 通信運搬費等

 12 備品購入費 220,000 220,000 0

 13 需用費 600,000 600,000 0

 14 賃借料 160,000 160,000 0 事務所借地代

 15 雑費 10,000 10,000 0

135,983,000 130,442,580 5,540,420

135,475,000 129,792,280 5,682,720

508,000 650,300 △ 142,300

④雑支出 10,000 20,000 △ 10,000

　1 雑支出 10,000 20,000 △ 10,000

190,134,000 205,347,300 △ 15,213,300

5,496,667 2,343,267 3,153,400

Ⅱ　投資活動収支の部
１．投資活動収入

0 0 0

２．投資活動支出
0 0 0

0 0 0

Ⅲ　財務活動収支の部
１．財務活動収入

0 0 0

２．財務活動支出
0 0 0

0 0 0

5,496,667 2,343,267 3,153,400

△ 5,496,667 △ 18,537,267 13,040,600

0 0 0

195,630,667 207,690,567 △ 12,059,900

　 　　科　　　　目 予 算 額
前 年 度
予 算 額

　増　△減 　　　　備　　　　考

②管理費支出

  収入 ②-2 積立負担金　    126,000,000

  収入 ④-1 積立金利息 　 +  35,180,000

  支出 ①-4 改良区交付    -  25,705,000

　　　計　　　  　　　   　 135,475,000

　2 退職給付積立金積立

常勤役員※

役・職員健康保険料，厚生年金保険料，労働保険料等

印刷製本費・消耗品費・光熱水費等

③特定資産積立

　1 国営事業積立金積立 国営事業費積立負担金収入及び利息

投資活動収支差額(I-J)=(K)

財務活動収入計(L)

財務活動支出計(M)

財務活動収支差額(L-M)=(N)

Ⅳ　予備費 (E)

当期収支差額(A-D+K+N-E)=(O)

事業活動支出計(D)

事業活動収支差額(C-D)=(H)

投資活動収入計(I)

投資活動支出計(J)

次期繰越収支差額(B+O)=(F)

支 出 合 計 (D+E)=(G)

※「評議員及び役員の報酬等並びに費用に関する規程」第4条及び「出資法人等指導実施要領」第9(1)に基づき
　　常勤役員の定例報酬月額は379,900円 とし、期末手当は茨城県の特別職員の例によるものとする。
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